
鹿屋市高速船利用促進支援事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、マリンポートかごしまと鹿屋港を結ぶ旅客不定期航路（以下

「航路」という。）の利用を促進するため、航路を活用する旅客船等を利用して鹿

屋市内を周遊する旅行商品を企画・販売する旅行業者に対し予算の範囲内におい

て鹿屋市高速船利用促進支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するこ

とを目的とし、その交付については、鹿屋市補助金等交付規則（平成18年鹿屋市

規則第73号。以下「規則」という。）及びこの要綱の定めるところによる。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者は、旅行業法（昭和27年法律第239号）に基づ

く登録業者（以下「旅行業者等」という。）とする。 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業は、旅行業者等が行う参加人数15人以上の

企画旅行とし、次の各号のいずれかに該当する事業とする。 

(1) 航路を活用する旅客船等を利用し、本市内で昼食（市内事業者から購入した

弁当を含む。）をとり、１か所以上の観光施設訪問を組み込んだ旅行であること

（以下「要件１」という。）。 

(2) 航路を活用する旅客船等を利用し、本市内の宿泊施設に宿泊し、１か所以上

の観光施設訪問を組み込んだ旅行であること（以下「要件２」という。）。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、航路

を活用する旅客船等の船代及びバス代とする。 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、別表左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に定めるとおりと

し、１回の企画旅行ごとの参加人数に応じて算出するものとする。 

 （補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、鹿屋市高

速船利用促進支援事業補助金交付申請書（別記第１号様式）に次に掲げる書類を

添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 旅行行程表 



(2) 参加者名簿 

(3) その他市長が必要と認める書類 

（実績報告） 

第７条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに鹿屋市高速船利用促進支援事

業補助金実績報告書（別記第２号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しな

ければならない。 

(1) 要件履行を確認できる書類（領収書、施設利用証明書（別記第３号様式）） 

(2) 参加者名簿 

(3) その他市長が必要と認める書類 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和４年７月１日から施行し、令和５年３月31日限り、その効力を

失う。 



別表（第５条関係） 

区分 補助金の額 

要件１ (1) 参加人数のうち、20人目までは１人当たり8,000円とし、21人目

以降は１人当たり4,000円とする。 

(2) 高速船利用が片道のみの場合は、前号に規定する額から１人当た

り1,000円を減額する。 

(3) １申請者当たり、同一コースに対する補助金の交付は５回までと

する。 

要件２ (1) 参加人数のうち、20人目までは１人当たり15,000円とし、21人目

以降は１人当たり6,000円とする。 

(2) 高速船利用が片道のみの場合は、前号に規定する額から１人当た

り3,000円を減額する。 

(3) １申請者当たり、同一コースに対する補助金の交付は３回までと

する。 

 

 

 



別記 

第１号様式（第６条関係） 

 年  月  日  

 

鹿屋市長       様 

 

申請者 

住 所 

団体名 

代表者職・氏名 

 

鹿屋市高速船利用促進支援事業補助金交付申請書 

 

 鹿屋市高速船利用促進支援事業補助金の交付を受けたいので、鹿屋市高速船利用

促進支援事業補助金交付要綱第６条の規定により関係書類を添えて申請します。 

 

記 

１ 補助金交付申請額               円 

 

２ 補助事業の内容等 

旅 行 期 間 
年  月  日（ ）から 

年  月  日（ ）まで 

参 加 人 数             人 

要 件 要件１   ・   要件２ 

訪 問 す る 観 光 施 設  

 

３ 添付書類 

 (1) 旅行行程表 

 (2) 参加者名簿 

 (3) その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 



第２号様式（第７条関係） 

 

年  月  日 

 

鹿屋市長       様 

 

申請者 

住 所 

団体名 

代表者職・氏名 

 

 

鹿屋市高速船利用促進支援事業補助金実績報告書 

 

     年  月  日付け  第   号で交付決定のあった鹿屋市高速船利

用促進支援事業を実施したので、鹿屋市高速船利用促進支援事業補助金交付要綱第

７条の規定により関係書類を添えて実績を報告します。 

 

記 

 

添付書類 

 

１ 要件履行を確認できる書類（領収書、施設利用証明書（別記第３号様式）） 

２ 参加者名簿 

３ その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 



第３号様式（第７条関係） 

 

施設利用証明書 

 

 鹿屋市長       様 

 

 以下のとおり証明します。 

利 用 期 間 
   年  月  日（ ）から 

年  月  日（ ）まで 

旅 行 会 社 名 

 

人 数      人 

施 設 名 

 

 

 

   

 

 

年  月  日          

証明者  住    所 

事 業 者 名 

     代 表 者 氏 名           印   

 

 

 

 


